
様
式
第
十
二

第

号
身

分

証

明

書

住

所

氏

名

職

名

年

令

（

表

右
は
、
海
岸
法
第
三
十
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
公
共
海
岸

）

区
域
に
関
す
る
調
査
等
の
た
め
他
人
の
土
地
及
び
水
面
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
。

交

付

年

月

日

有

効

期

間

海
岸
管
理
者

印



海
岸
法
抜
す
い

第
十
八
条

海
岸
管
理
者
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
海
岸
保
全
区
域
に
関

す
る
調
査
若
し
く
は
測
量
又
は
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
占
有
者
に
通
知
し
て
、
他
人
の
占
有
す
る
土
地
若
し
く
は
水
面
に
立
ち
入
り
、
又

は
特
別
の
用
途
の
な
い
他
人
の
土
地
を
材
料
置
場
若
し
く
は
作
業
場
と
し
て
一
時
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
通
知
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
か
き
、
さ
く
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
若
し
く
は
水
面
に
立
ち
入
ろ
う
と
す

る
と
き
は
、
立
入
の
際
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
土
地
又
は
水
面
の
占
有
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（

３

日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は
、
占
有
者
の
承
認
が
あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
前
項
に
規
定
す
る
土
地

裏

又
は
水
面
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
又
は
水
面
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携

帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
用
途
の
な
い
他
人
の
土
地
を
材
料
置
場
又
は
作
業
場
と
し
て
一
時
使
用

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
土
地
の
占
有
者
及
び
所
有
者
に
通
知
し
て
、
そ
の
者
の
意
見

を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

土
地
又
は
水
面
の
占
有
者
又
は
所
有
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

又
は
一
時
使
用
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
の
八

第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
二
、

第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
三
か
ら
第
二
十
三
条
の
七
ま
で
、
第
二
十
四
条
、

第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
一
般

公
共
海
岸
区
域
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
（
以
下
略
）


